
２平成 27 年 5 月 1 日　広報ふっさ　No.926042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

防
災
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線
の
放
送
内
容
が
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話
で
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き
ま
す
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用
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話
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年
金
だ
よ
り

▼
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

に
つ
い
て

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間
分
の
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
で
、
満
額
の
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
期
間
が
40
年

間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳

か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に

「
行
政
相
談
」
に　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

国
や
都
、
公
共
団
体
に
対
す

る
苦
情
な
ど
の
ご
相
談
を
行
政

相
談
委
員
が
お
受
け
し
ま
す
。

【
日
時
】
毎
月
第
一
水
曜
日
午

後
1
時
30
分
～
４
時
30
分

【
場
所
】
市
役
所
第
１
相
談
室

※
予
約
制
で
す
。

【
申
込
み
】
秘
書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９
へ
。

特
別
永
住
者
証
明
書
ま
た
は
在

留
カ
ー
ド
へ
の
切
替
え
は
お
済

み
で
す
か
？

　

外
国
人
登
録
証
明
書
は
新
し

い
カ
ー
ド
に
切
り
替
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

切
替
え
の
方
法
・

更
新
期
限

は
資
格
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
、
法
務
省
入
国
管
理
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

【
法
務
省
入
国
管
理
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
】http://www.immi-

m
o
j
.
g
o
.
j
p
/
k
e
i
z
i
b
a
n
/
p
d
f
/

kirikaenoosirase.pdf

【
問
合
せ
】
法
務
省
入
国
管

理
局
☎
０
５
７
０･

０
１
３ 

９
０
４
、
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
９
５

①平成 27 年度住民税（市・都民税）の納税通知書の発送について
　住民税は、その年の１月１日（賦課期日）現在、福生市に住んでいる方などに課

税されます。平成 26年中の所得に対する住民税の納税通知書は次の日程で送付

します。

・特別徴収（給与差し引き）→５月 12 日㈫送付

・普通徴収（納付書払い）→６月９日㈫送付

②平成 27 年度の住民税（市・都民税）の徴収方法について
　西多摩地区市町村では、給与収入の方の住民税の徴収方法について、法令

に基づき特別徴収（給与差し引き）を行っています。

　平成 27 年度の特別徴収は、税額通知書を５月 12 日㈫に市から会社へ送付

しますので、会社からお受け取りください。特別徴収は６月分から開始となり、

翌年５月分までの計 12 回となります。

③平成 27 年度住民税（市・都民税）の課税・非課税証明書の発行開
始日について
　住民税の課税・非課税証明書の発行を次のとおり開始

します。

【発行場所】市役所 1階 7番総合窓口課

【発行開始日】
〈特別徴収〉５月１日㈮から

〈普通徴収〉６月 1日㈪から

※年金特別徴収については、６月１日㈪から

〈特別徴収と普通徴収の併徴〉６月１日㈪から

④平成 27 年度軽自動車税の納税通知書の発送につ
いて
　軽自動車税は毎年 4 月 1 日（賦課期日）現在に、原動

機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自

動車を所有している方に課税されます。

　対象者には 5月 1日㈮に納税通知書を発送しました。

　また、軽自動車税には身体障害者等に対する減免制度

がありますので、同封のお知らせをご覧ください。

▼軽自動車税の税率改正について
　地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税率（年額）

が右表のとおり変更となります。

　環境性能の優れた軽四輪等の普及を促進するため、平

成 27 年度中に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を

有する軽四輪等について、平成 28 年度分の軽自動車税に

限り税率が軽減されます。一方で、最初の新規検査から

13 年を経過した軽四輪等を対象に、平成 28 年度より重

課が導入されます。

　なお、原動機付自動車、二輪の小型自動車等の税率引

き上げは１年延長され、平成 28 年度から税率が引き上げ

となります。

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

固
定
資
産
税
に
関
す
る　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

▼
納
税
通
知
書
を
5
月
1
日
に

郵
送
し
ま
し
た

　

今
年
の
1
月
1
日
現
在
、
市

内
に
土
地
や
家
屋
、
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
に
、
納
税

通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
方

は
市
役
所
1

階
4
番
課
税

課
資
産
税
係

ま
で
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

②軽四輪等（最初の新規検査年月により税額が異なります）

区分

現行税率（年額） 新税率（年額） 重課税率（年額）
平成 27 年 3 月 31 日
以前に最初の新規検
査を受けた車両

平成 27 年 4 月 1 日
以降に最初の新規
検査を受けた車両

最初の新規検査か
ら 13 年経過した
車両

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪
以上

乗用
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物用
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
※最初の新規検査年月とは :自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。
※重課税率の適用は平成 28年度からとなります。なお、電気自動車、天然ガス軽自動車、メ
タノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力
併用軽自動車（ハイブリッド車）及び被けん引自動車は、重課税率の対象から除外されます。

◎平成 27 年度中に最初の新規検査を受けた対象車両について、平成 28 年度
分に限り燃費性能に応じて軽課が適用されます
▼平成 28 年度税率（年額）

区分 電気自動車
天然ガス自動車（※）

ガソリン車・ハイブリッド車
【Ａ】 【Ｂ】

三輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪
以上

乗用
自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円

営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

貨物用
自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円

営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円
（※）平成 21 年排出ガス規制に適合し、かつ平成 21 年排出ガス基準値より 10％以上窒素酸化
物の排出量が少ないもの
【Ａ】〈乗用〉平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 32 年度燃費基準＋
20％達成
〈貨物用〉平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 27 年度燃費基準＋ 35％
達成
【Ｂ】〈乗用〉平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 32 年度燃費基準達成
〈貨物用〉平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 27 年度燃費基準＋ 15％
達成

住民税・軽自動車税に関するお知らせ

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
、

満
額
に
近
付
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
済
期
間
が
受
給

資
格
期
間
（
25
年
）
に
満
た
な

い
方
も
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な

る
ま
で
の
間
に
任
意
加
入
し

て
、
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

65
歳
に
な
っ
て
も
受
給
資
格

期
間
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で

に
受
給
権
を
確
保
で
き
る
な
ら

ば
、
加
入
期
間
を
延
長
で
き
る

「
特
例
任
意
加
入
」
を
利
用
で

き
ま
す
。（
昭
和
40
年
4
月
1

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
限
ら

れ
ま
す
。）

　

海
外
に
居
住
す
る
国
民
年
金

の
強
制
加
入
で
は
な
く
な
っ
た

方
に
つ
い
て
も
、
20
歳
以
上
65

歳
未
満
の
日
本
国
籍
の
方
で
あ

れ
ば
任
意
加
入
が
可
能
で
す
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
、
青

梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０

①原動機付自転車、125 ㏄超の二輪車などの車両

区分
現行税率（年額）新税率（年額）
平成 27 年度

まで
平成 28 年度

から

原付

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽自動車

二 輪（125cc 超
250cc 以下）

2,400 円 3,600 円

専ら雪上を走行す
るもの

2,400 円 3,600 円

小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

小型特殊
農耕作業用 1,600 円 2,400 円

その他 4,700 円 5,900 円


